
議案第46号 

 

石垣市こども医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

石垣市こども医療費助成条例(平成6年石垣市条例第5号)の一部を次のように改正する。 

 

第7条第2項中「3年」を「5年」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の石垣市こども医療費助成条例の規定は、令和2

年4月1日から適用する。 

 

令和6年6月3日提出 

 

石垣市長 中 山 義 隆       

 

理 由 

  沖縄県こども医療費助成事業補助金交付要綱の一部改正に伴い、条例を一部改正する必

要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 



 

石垣市こども医療費助成条例(平成6年石垣市条例第5号)の新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(現物給付による助成) (現物給付による助成) 

第7条 (略) 第7条 (略) 

2 前項の保険医療機関等による請求については、こどもが医療を受け

た日の属する月の翌々々月の初日から起算して、3年以内に行わなけ

ればならない。 

2 前項の保険医療機関等による請求については、こどもが医療を受け

た日の属する月の翌々々月の初日から起算して、5年以内に行わなけ

ればならない。 

 


